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（地方職員共済組合沖縄県支部）

　下記の書類は、採用日から30日以内に各所属所へ提出してください。

１．職員に係る手続きで提出が必要なもの【全員】

・辞令の写し

・住民票（謄本又は抄本）の写し

２．被扶養者に係る手続きで提出が必要なもの【被扶養者がいる組合員のみ】

※配偶者、単独扶養、共同扶養の3つのシートに分けて表示しています。

※採用日から30日以内に所属所へ提出してください。

　提出が遅れた場合、採用日からの認定が出来ません。ご注意ください。

※地共済に関するお問い合わせ、申請書類の提出は各所属所経由でお願いします。

所属所とは

＊知事部局・県議会事務局・監査委員事務局・人事委員会事務局

　選挙管理委員会・労働委員会事務局　 → 総務事務センター

（H27.4.1以降、知事部局出先機関も総務事務センター対象となります）

＊企業局 → 企業局総務企画課

＊病院事業局 → 本庁は病院事業総務課、各県立病院はその病院

新規採用職員の手続き案内

 ・組合員(船員組合員)資格取得届書★

 ・年金加入期間報告書★

・ 被扶養者申告書(認定)★

・ 被扶養者申告書(認定)の添付書類及び確認表★
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（地方職員共済組合沖縄県支部　給付福利班）

　◎人事異動発令日以降、地共済へ届出を行い新たな組合員証の交付を受けることになります。

対象者… ①派遣先（国・市町村・退職派遣等）から県に戻る職員

（組合員資格を持ったまま、外郭団体へ派遣されていた職員を除く）

②下図の人事異動に該当する組合員

県立看護大学 知事部局

県立芸術大学 県議会事務局

沖縄県教育委員会 各種委員会

沖縄県公安委員会 企業局・病院事業局

上記でいう知事部局とは

県立看護大学・県立芸術大学を

除きます。

（１）職員に係る手続きで提出が必要なもの

・住民票（謄本又は抄本）の写し　※住所変更を伴う職員のみ提出

（２）被扶養者に係る手続きで提出が必要なもの

・異動前勤務先で交付を受けていた組合員被扶養者証の写し(認定しようとする被扶養者分含む)

　※写しが提出できない場合、異動前に資格を有していた共済組合の資格喪失証明書を提出。

※発令日から３０日以内に所属所へ申告書等を提出してください。

　提出が遅れた場合、異動日からの認定が出来ません。ご注意ください。

※各種申請書類の提出・問い合わせ等は、所属所経由でお願いします。

所属所とは… ＊知事部局・県議会事務局・監査委員事務局・人事委員会事務局

　選挙管理委員会・労働委員会事務局　→ 総務事務センター

＊企業局 → 企業局総務企画課

＊病院事業局 → 本庁は病院事業総務課、各県立病院はその病院

・国民年金第3号被保険者関係届★【60歳未満の配偶者のみ】

公立学校
共済 地共済

警察共済

・組合員(船員組合員)資格取得届書★

・辞令の写し

・年金加入期間報告書★

・被扶養者の認定継続に関する申立書★

・被扶養者申告書（認定）★

転入手続きについて

提出期限：発令日から３０日以内

保険者 異動前勤務先 異動後勤務先 保険者
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（地方職員共済組合沖縄県支部　給付福利班）

◎異動前勤務先において、地共済への届出・組合員証等の返納が必要です。

対象者… ①派遣退職・割愛退職者

②下図の人事異動に該当する組合員

知事部局 県立看護大学

県議会事務局 県立芸術大学

各種委員会 沖縄県教育委員会

企業局・病院事業局 沖縄県公安委員会

上記でいう知事部局とは

県立看護大学・県立芸術大学を

除きます。

※県立芸術大学へ文化振興課付けで派遣される組合員及び県立看護大学へ保健医療総務課

付けで派遣される組合員は、令和4年4月1日以降も地共済となりますので、転出手続きは

不要です。

（１）提出するもの

　※地共済で被扶養者であった者を、異動後勤務先において継続認定する場合

　地共済で交付を受けていた被扶養者証の写しを求められることがあります。

　一度返納された組合員証等は返却出来ません。写しを取っておくことをお勧めします。

※異動後の新たな組合員証交付の手続きは、異動後勤務先にて確認してください。

所属所とは… ＊知事部局・県議会事務局・監査委員事務局・人事委員会事務局

　選挙管理委員会・労働委員会事務局　 → 総務事務センター

＊企業局 → 企業局総務企画課

＊病院事業局 → 本庁は病院事業総務課、各県立病院はその病院

　※各種申請書類の提出・問い合わせ等は、所属所経由でお願いします。

転出手続きについて

提出期限：発令日から７日以内

保険者 異動前勤務先 異動後勤務先 保険者

地共済

公立学校
共済

警察共済

・組合員異動報告書★

・交付を受けた組合員証等すべて
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組合員資格の得喪
◇新規採用 ・組合員(船員組合員)資格取得届

◇他の共済組合からの転入 ・採用辞令の写し

◇任期付き採用（定数内） ・住民票（謄本又は抄本）の写し 

・年金加入期間等報告書

◇再任用フルタイム採用 ・組合員(船員組合員)資格取得届

・採用辞令の写し

◇再任用フルタイム更新 ・再任用フルタイム任期更新にかかる組合員（船員組合員）異動報告・資格取得届

・採用辞令の写し

・交付を受けているすべての組合員証等

◇任期付職員更新 ・任期付職員任期更新にかかる組合員（船員組合員）異動報告・資格取得届

（フルタイムの会計年度任用職員及び臨時的任用職員） ・採用辞令の写し

・交付を受けているすべての組合員証等

◇退職・死亡及び他の共済組合への転出 ・組合員異動報告書

・交付を受けているすべての組合員証等

被扶養者認定
◇扶養手当の支給認定を受けている者 ・被扶養者申告書（認定）

・扶養手当認定簿

・被扶養者申告書(認定)に添付する書類（写し可）

・国民年金第３号被保険者届(60歳未満の配偶者を申請する場合)

◇扶養手当の支給認定を受けていない者 ・被扶養者申告書（認定）

・被扶養者申告書(認定)に添付する書類（原本）

◇他の共済組合からの転入に伴う認定 ・被扶養者申告書（認定）

・被扶養者継続認定に関する申立書

・異動前の共済組合において交付された組合員証の写し

・国民年金第３号被保険者届(60歳未満の配偶者を申請する場合)

◇任期付職員更新 ・任期付職員任期更新にかかる被扶養者申告・継続認定申立書

（フルタイムの会計年度任用職員及び臨時的任用職員）

被扶養者取消
◇取消申告 ・被扶養者申告書（取消）

・取消対象者が交付を受けている組合員証等すべて

・被扶養者申告書（取消）に添付する書類（写し可）

取消事由 提出する書類

収入超過 国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届

離婚 国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届

死亡 国民年金第3号被保険者死亡届

その他の申告
◇住所変更 ・組合員証記載事項変更申告書

※被扶養者の住所変更も同様 ・住民票謄本（写し可）

・国民年金第3号被保険者住所変更届(60歳未満の配偶者を申請する場合)

◇氏名の変更・訂正 ・組合員証記載事項変更申告書

※併せて口座名義変更の申請も行う。 ・戸籍謄本（写し可）

（申請書は１枚にまとめること） ・交付を受けている組合員証等すべて

◇指定口座変更 ・組合員証記載事項変更申告書（添付書類不要）

◇組合員情報の訂正 ・組合員証記載事項変更申告書

（生年月日、続柄、性別等） ・記載事項を確認できる公的書類（写し可）

・対象者の組合員証等

◇組合員証等の再交付 ・組合員証等再交付申請書（添付書類不要）

※上記以外にも、必要書類を求めることがあります。

提出書類一覧

※配偶者(60歳未満)の認定取消が下記の取消事由に該当する場合には、国民年金第3号関係届も提出が必要です。

※認定簿出力期間外の認定について
急を要する場合のみ、扶養親族届の写し（決裁済）
で認定を行います。後日、認定簿との差し替えが必
要となります。

※収入超過の場合、勤務先にて

厚生年金加入していれば提出不要。



第２編 組合員証等について 

29 

 

 

※
下

記
の

書
類

以
外

に
も

、
必

要
書

類
を

求
め

る
こ

と
が
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1
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7
8

9
1

0
1

1
1

2

被 扶 養 者 申 告 書 （ 認 定 ）

扶 養 手 当 認 定 簿 （ 該 当 者 ） ※

住 民 票 謄 本

住 民 票 謄 本 （ 被 扶 養 者 世 帯 ）

組 合 員 と の 続 柄 を 明 ら か に す

る 戸 籍 に 関 す る 書 類 （ 戸 籍 謄

本 ）
所 得 証 明 書 （ 被 扶 養 者 分 ）

年 金 振 込 通 知 書 の 写 し 又 は 年

金 改 定 通 知 書 の 写 し （ 年 金 受

給 者 ）

確 定 申 告 書 の 写 し （ 事 業 所

得 、 不 動 産 所 得 等 が あ る 者 ）

送 金 に 関 す る 証 明 書

退 職 の 確 認 で き る 書 類

（ 該 当 者 ）

雇 用 保 険 確 認 書 類 （ 該 当 者 ）

隣 人 二 人 以 上 の 事 実 を 証 明 す

る 書 類 ・ 媒 酌 人 の 証 明 又 は 民

生 委 員 の 証 明

組 合 員 と の 同 居 関 係 を 明 ら か

に す る 市 区 町 村 長 の 証 明

別 居 前 の 同 居 中 に お け る 4 に

掲 げ る 書 類
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扶
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※
下
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書
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書
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を

求
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る
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り
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。

必
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1
3

5
6

7
8
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被 扶 養 者 申 告 書 （ 認 定 ）

扶 養 手 当 認 定 簿 （ 該 当 者 ） ※

住 民 票 謄 本

住 民 票 謄 本 （ 被 扶 養 者 世 帯 ）

組 合 員 と の 続 柄 を 明 ら か に す

る 戸 籍 に 関 す る 書 類 （ 戸 籍 謄

本 ）
所 得 証 明 書 （ 被 扶 養 者 分 ）

年 金 振 込 通 知 書 の 写 し 又 は 年

金 改 定 通 知 書 の 写 し （ 年 金 受

給 者 ）

確 定 申 告 書 の 写 し （ 事 業 所

得 、 不 動 産 所 得 等 が あ る 者 ）

送 金 に 関 す る 証 明 書

扶 養 に 関 す る 申 立 書

（ 扶 養 手 当 を 受 給 し て い な い

被 扶 養 者 ）

退 職 の 確 認 で き る 書 類

（ 該 当 者 ）

雇 用 保 険 確 認 書 類 （ 該 当 者 ）

組 合 員 と の 同 居 関 係 を 明 ら か

に す る 市 区 町 村 長 の 証 明
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い
な

か
っ

た
場

合
）

・
雇

用
保

険
申

立
書

（
支

給
終

了
後

の
認

定
）

・
雇

用
保

険
受

給
資

格
者

証
の

写
し

（
両

面
）

４
に

つ
い

て
、

年
金

受
給

と
は

、
遺

族
年

金
、

障
害

年
金

、
個

人
年

金
等

も
含

み
ま

す
。

５
．

６
．

８
の

書
類

は
、

職
員

厚
生

課
掲

示
板

に
任

意
様

式
（
見

本
）
を

載
せ

て
い

ま
す

。
４

に
つ

い
て

、
高

校
生

（
昼

間
学

生
）
は

除
く
。

所
得

証
明

書
の

総
収

入
額

が
限

度
額

を
超

え
て

い
る

場
合

、
退

職
の

確

認
で

き
る

書
類

、
雇

用
保

険
関

係
書

類
の

提
出

が
必

要
。

（
勤

務
時

間
数

が
減

っ
た

等
で

あ
れ

ば
、

勤
務

形
態

に
変

更
が

あ
っ

た
こ

と
が

確
認

で
き

る
書

類
を

添
付

。
）

配
偶

者
以

外
の

者
を

単
独

で
扶

養
す

る
者

が
扶

養
者

と
し

て
申

告
す

る
場

合

３
に

つ
い

て
、

出
生

に
伴

う
子

の
認

定
に

つ
い

て
は

出
生

届

の
受

理
証

明
書

で
代

用
可

。
※

母
子

手
帳

の
写

し
不

可

父
母

及
び

兄
弟

姉
妹

を
扶

養
認

定
す

る
場

合
は

、
戸

籍
謄

本
に

代
え

て
改

正
原

戸
籍

を
提

出
す

る
こ

と
。

（
共

同
扶

養
義

務
者

を
確

認
す

る
た

め
）
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※
下

記
の

書
類

以
外

に
も

、
必

要
書

類
を

求
め

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

。

必
須

1
3

5
6

7
8

9
1

0
1

1

所 得 証 明 書

年 金 振 込 通 知 書 の 写 し 又 は 年

金 改 定 通 知 書 の 写 し （ 年 金 受

給 者 ）

確 定 申 告 書 の 写 し （ 事 業 所

得 、 不 動 産 所 得 等 の あ る 者 ）

所 得 証 明 書

年 金 振 込 通 知 書 の 写 し 又 は 年

金 改 定 通 知 書 の 写 し （ 年 金 受

給 者 ）

確 定 申 告 書 の 写 し （ 事 業 所

得 、 不 動 産 所 得 等 の あ る 者 ）

1
5

歳
未

満
の

者
○

○
○

(別
居

）
○

○
○

○
○

(別
居

）
○

○
○

1
5

歳
以

上
の

者
○

○
○

(別
居

）
○

○
○

○
○

○
○

○
(別

居
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
(別

居
）

○
○

○
○

○
○

○
○

(別
居

）
○

○
○

○
○

○

1
5

歳
未

満
の

者
○

○
○

(別
居

）
○

○
○

○
○

(別
居

）
○

○
○

○

1
5

歳
以

上
の

者
○

○
○

(別
居

）
○

○
○

○
○

○
○

○
(別

居
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

※
認

定
簿

は
所

属
所

が
提

出

4

被
扶

養
者

組
合

員
及

び
共

同
扶

養
義

務
者

戸 籍 謄 本

住 民 票 謄 本 （ 被 扶 養 者 世 帯 ）

住 民 票 謄 本

子

弟
妹

及
び

孫

法
第

2
条

1
項

2
号

の
口

及
び

ハ
に

掲
げ

る
者

父
母

･
祖

父
母

2

扶 養 手 当 認 定 簿 （ 該 当 者 ） ※

被 扶 養 者 申 告 書 （ 認 定 ）

他 の 扶 養 義 務 者 の 勤 務 先 か ら の

扶 養 手 当 等 の 無 支 給 証 明 書

他 の 扶 養 義 務 者 が 申 告 者 に 扶 養

さ せ る 旨 の 協 議 書

扶 養 に 関 す る 申 立 書

（ 扶 養 手 当 を 受 給 し て い な い 被

扶 養 者 ）

送 金 に 関 す る 証 明 書

組 合 員 と の 同 居 関 係 を 明 ら か に

す る 市 区 町 村 長 の 証 明

雇 用 保 険 確 認 書 類 （ 該 当 者 ）

退 職 の 確 認 で き る 書 類 （ 該 当

者 ）

提
出

書
類

区
分

Ｑ
．

共
同

扶
養

義
務

者
と

は
？

Ａ
．

被
扶

養
者

認
定

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
に

つ
い

て
、

扶
養

義
務

が
あ

る
者

の
こ

と
を

言
い

ま
す

。

（
共

同
扶

養
義

務
者

に
あ

た
る

者
全

員
を

扶
養

し
て

い
る

場
合

は
、

単
独

で
扶

養
す

る
場

合
に

あ
た

り
ま

す
。

）

・
子

の
認

定
→

配
偶

者

・
父

母
の

認
定

→
父

の
場

合
母

。
母

の
場

合
父

。

扶
養

で
き

な
い

場
合

は
、

父
母

の
子

全
員

。

・
兄

弟
姉

妹
の

認
定

→
父

母
。

扶
養

で
き

な
い

場
合

は
、

兄
弟

姉
妹

全
員

。

◇
離

職
後

の
認

定

（
受

給
放

棄
・
受

給
待

機
の

場
合

）

・
雇

用
保

険
申

立
書

・
離

職
表

１
及

び
２
※

※
扶

養
手

当
申

請
書

類
に

原
本

を
添

付
し

、

地
共

済
被

扶
養

者
証

申
請

書
類

に
は

写
し

を
添

付
。

（
雇

用
保

険
に

加
入

し
て

い
な

か
っ

た
場

合
）

・
雇

用
保

険
申

立
書

（
支

給
終

了
後

の
認

定
）

・
雇

用
保

険
受

給
資

格
者

証
の

写
し

（
両

面
）

３
に

つ
い

て
、

出
生

に
伴

う
子

の
認

定
に

つ
い

て
は

出

生
届

の
受

理
証

明
書

で
代

用
可

。
※

母
子

手
帳

の
写

し
不

可

父
母

及
び

兄
弟

姉
妹

を
扶

養
認

定
す

る
場

合
は

、
戸

籍
謄

本
に

代
え

て
改

正
原

戸
籍

を
提

出
す

る
こ

と
。

（
共

同
扶

養
義

務
者

者
を

確
認

す
る

た
め

）

４
に

つ
い

て
、

高
校

生
（
昼

間
学

生
）
を

除
く

。

所
得

証
明

書
の

総
収

入
額

が
限

度
額

を
超

え
て

い
る

場
合

、
退

職
の

確
認

で
き

る
書

類
、

雇
用

保
険

関
係

書
類

の
提

出
が

必
要

。

（
勤

務
時

間
数

が
減

っ
た

等
で

あ
れ

ば
、

勤
務

形
態

に
変

更
が

あ
っ

た
こ

と
が

確
認

で
き

る
書

類
を

添
付

。
）

５
，

６
，

７
，

８
，

１
０

の
書

類
は

、
職

員
厚

生
課

掲
示

板
に

任
意

様
式

（
見

本
）
を

載
せ

て
い

ま
す

。

配
偶

者
以

外
の

者
を

共
同

で
扶

養
す

る
者

が
扶

養
者

と
し

て
申

告
す

る
場

合
４

に
つ

い
て

、
年

金
受

給
は

遺
族

年
金

、
障

害
年

金
、

個
人

年
金

等
も

含
み

ま
す

。
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別紙様式第１３号 令和　　　　年　　　　月　　　　日　交付する。

□任期付組合員

任期満了日

令和　　　年　　　月　　　日

１．新規採用 ４．再就職（再任用フルタイム）

２．地共済他支部から転入 ５．国共済から転入

３．他の共済から転入（国を除く）

－

地方職員共済組合沖縄県支部長　　殿

氏名

　上記の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。

職名
所属所長

氏名

1 常時勤務に服することを要しない者の場合は、組合員に該当する旨を証する具体的な資料を添えてください。

給与所属コード（６桁） 所 属 機 関 名

基礎年金番号

組合員の
現住所

〒

令和

年号 年 月 日

普通預金口座番号（7桁）

有　・　無資格取得時に受給している年金 有　・　無資格取得前に所属していた共済組合

支店コード
金融機関指定口座

※組合員名義

銀 行 名 銀行コード 支 店 名

所属所連絡先　

船 員 組 合 員

令和　　　　年　　　　月　　　　日

公印

所属所担当者氏名

令和　　　　年　　　　月　　　　日

上記のとおり
組 合 員

の資格を取得しましたので届け出ます。

フリガナ

資格取得年月日 資格取得理由（該当する番号を○で囲む）

性別

男　・　女

組合員証番号
（職員番号）

フリガナ
生年月日

組合員氏名
昭和

平成

年号 年 月 日

事 務 長 事務次長 班 長 担 当 原 票

組 合 員
資 格 取 得 届 書

船 員 組 合 員

口座番号が７桁に満たない場合には、頭
に０を足して７桁にしてください。

Q. 所属所とは？

A. 知事部局・県議会事務局・監査委員事務局・人事委員会事務局・

選挙管理委員会・労働委員会事務局 → 総務事務センター

（H27.4.1～ 知事部局出先機関も総務事務センター）

企業局 → 企業局総務企画課

病院事業局 → 本庁は病院事業総務課、各県立病院はその病院

金融機関のコードが分からない場合は、
インターネット等で調べて記入してください。
県庁内の金融機関コードは下記のとおりです。

銀行コード 支店コード
琉球銀行（県庁出張所） 0187 251
沖縄銀行（県庁出張所） 0188 012
沖縄海邦銀行（県庁内出張所） 0596 102
沖縄県労働金庫（県庁支店） 2997 953
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別紙様式第１３号 令和　　　　年　　　　月　　　　日　交付する。

□任期付組合員

任期満了日

令和　　　年　　　月　　　日

0 2 3 4 5 6 7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

１．新規採用 ４．再就職（再任用フルタイム）

２．地共済他支部から転入 ５．国共済から転入

３．他の共済から転入（国を除く）

0 0 0 － 0 0 0 0

0 0 4 0 0 6

0 1 8 7 2 5 1 ● ● ● ● ● ● ●

地方職員共済組合沖縄県支部長　　殿

令和 年 4 月 7 日

氏名

　上記の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。

令和 年 4 月 8 日

職名
所属所長

氏名

1 常時勤務に服することを要しない者の場合は、組合員に該当する旨を証する具体的な資料を添えてください。

男　・　女

月 日年

0 50 8 0 5

組合員証番号
（職員番号）

性別
年号

事 務 長 事務次長 班 長 担 当 原 票

組 合 員
資 格 取 得 届 書

船 員 組 合 員

フリガナ キョウサイ　イチロウ
生年月日

基礎年金番号

組合員氏名 共済　一郎
昭和

0 4

平成

資格取得年月日 資格取得理由（該当する番号を○で囲む）

年号 年 月 日

0 1令和 0

フリガナ 　オキナワケンナハシ

組合員の
現住所

〒 　沖縄県那覇市○-○-○

4

銀行コード 支 店 名 支店コード 普通預金口座番号（7桁）

琉球銀行 県庁出張所

給与所属コード（６桁） 所 属 機 関 名 総務部職員厚生課

金融機関指定口座
※組合員名義

銀 行 名

上記のとおり
組 合 員

の資格を取得しましたので届け出ます。
船 員 組 合 員

資格取得時に受給している年金

4

4

総務事務センター室長

公印
沖縄　県太

所属所連絡先　 ＩＰ　0000

所属所担当者氏名 鈴木　一郎

有　・　無 資格取得前に所属していた共済組合 有　・　無

共済　一郎
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別紙様式第１０号

年 月 日

 ア 国民年金　イ 厚生年金 昭和 昭和

 ウ 国 共 済　 エ 地 共 済 平成 平成

 カ 私学共済　キ そ の 他 令和 令和

 ア 国民年金　イ 厚生年金 昭和 昭和

 ウ 国 共 済　 エ 地 共 済 平成 平成

 カ 私学共済　キ そ の 他 令和 令和

 ア 国民年金　イ 厚生年金 昭和 昭和

 ウ 国 共 済　 エ 地 共 済 平成 平成

 カ 私学共済　キ そ の 他 令和 令和

 ア 国民年金　イ 厚生年金 昭和 昭和

 ウ 国 共 済　 エ 地 共 済 平成 平成

 カ 私学共済　キ そ の 他 令和 令和

 ア 国民年金　イ 厚生年金 昭和 昭和

 ウ 国 共 済　 エ 地 共 済 平成 平成

 カ 私学共済　キ そ の 他 令和 令和

昭和 昭和

平成 平成

令和 令和

平成 平成

令和 令和

昭和 昭和

平成 平成

令和 令和

昭和 昭和

平成 平成

令和 令和

私の年金加入期間等は、上記のとおりでありますから、報告します。

地方職員共済組合沖縄県支部長　　殿

令和 年 月 日

組合員 住所
氏名

※　年金加入期間等報告書の記入の際は、裏面をご覧ください。

年 月 日 年 月 日

年金未加入期間等

年　　月　　日 年　　月　　日
被扶養配偶者みなし組合
員期間

年 月 日 年 月 日

離婚時みなし組合員期間

年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日

年

金

加

入

期

間

年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日

年 金 制 度 勤 務 先 等 備 考
年 月 日

年 金 加 入 期 間 等 報 告 書

ふ　り　が　な
所 属 機 関 名

組 合 員 氏 名

生 年 月 日 基 礎 年 金 番 号

年 月 日

資格 取得 資格 喪失

提出年月日を記入

年金番号がない組合員（20歳未満）も必ず提出すること。

年金番号は必ず記入してください。
（不明な方は年金事務所へお問い
合わせください。）

年金納付猶予、納付免除等を受けた方は、
備考欄にその旨記入してください。

お問い合わせは、年金班までお願いします。
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(裏面)

１．「年金加入期間」欄には、○○共済組合の組合員となるまでの年金制度の加入期間等について、

制度の種類ごとに、かつ、履歴順に次により記入してください。

(1)「年金制度」欄は、該当する年金制度に○印を付してください。

なお、旧農林漁業団体職員共済組合法、旧公共企業団体職員等共済組合

法、恩給法、退職年金条例、旧市町村職員共済組合法、共済条例、の適

用を受けていた期間については、「その他」に○印を付すとともに、これ

らの法令の名称を「備考」欄に記入してください。

(2)国民年金の第1号被保険者期間がある場合は、｢勤務先等｣欄に、例えば「学

生」、「フリーター」、「自営業」、「パート」、「無職」等と記入してください。

(3)国民年金の第3号被保険者期間がある場合は、｢勤務先等｣欄に「被扶養配
遇者」と記入してください。

２．出向等により退職することなく他の地方公共団体等の職員となった場合には、その出向等の翌日を
それぞれ前の勤務先の「資格喪失年月日」欄及び後の勤務先の「資格取得年月日」欄に記入するとと
もに、共済組合の名称を「備考」欄に記入してください。

３．「年金未加入期間等」欄には、20歳以上の期間のうち年金未加入期間又は国民年金の未納期間

がある場合は、その期間の始期を「資格取得年月日」欄に、終期を「資格喪失年月日」欄に記入してく

ださい。また、「勤務先等」欄には、例えば、「学生」、「フリーター」、「自営業」、「パート」、「無職」等と

記入してください。

４．この年金加入期間等報告書を提出した後に国民年金の保険料を追納した場合には、年金加入期
間等報告書を再提出してください。

参考：国民年金の被保険者は、次の3種類に区分されています(国民年金法第7条1項)

ア 第1号被保険者
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で、次のイ及びウに該当しない方が該当します。
イ 第2号被保険者

厚生年金保険の被保険者や公務員の共済組合の組合員(私立学校共済の加入者を含みます)が該

当します。

ウ 第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人が該当します。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。
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別紙様式第１０号 ※問い合わせ先は、年金班にお願いします。

（記入例）

平成元 年 5 月 5 日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 ア 国民年金　イ 厚生年金 昭和 昭和

 ウ 国 共 済　 エ 地 共 済 平成 平成 学　生 学生納付

 カ 私学共済　キ そ の 他 令和 令和 特　　　例

 ア 国民年金　イ 厚生年金 昭和 昭和

 ウ 国 共 済　 エ 地 共 済 平成 平成 ㈱共済商会

 カ 私学共済　キ そ の 他 令和 令和

 ア 国民年金　イ 厚生年金 昭和 昭和

 ウ 国 共 済　 エ 地 共 済 平成 平成 琉大病院

 カ 私学共済　キ そ の 他 令和 令和

 ア 国民年金　イ 厚生年金 昭和 昭和

 ウ 国 共 済　 エ 地 共 済 平成 平成

 カ 私学共済　キ そ の 他 令和 令和

 ア 国民年金　イ 厚生年金 昭和 昭和

 ウ 国 共 済　 エ 地 共 済 平成 平成

 カ 私学共済　キ そ の 他 令和 令和

昭和 昭和

平成 平成

令和 令和

平成 平成

令和 令和

昭和 昭和

平成 平成

令和 令和

昭和 昭和

平成 平成

令和 令和

私の年金加入期間等は、上記のとおりでありますから、報告します。

地方職員共済組合沖縄県支部長　　殿

令和 年 月 日

組合員 住所 那覇市○－○－○
氏名 共済　太郎

※　年金加入期間等報告書の記入の際は、裏面をご覧ください。

年 月 日 年 月 日

年 金 制 度
資格 取得 資格 喪失

年 月 日 年 月 日

離婚時みなし組合員期間 年 月 日

年 月 日 年 月 日

年金未加入期間等

年 月 日

被扶養配偶者みなし組合
員期間

年　　月　　日 年　　月　　日

年

金

加

入

期

間

21 年 5 月 4 日 24 年 3 月 31 日

24 年 4 月 1 日 25 年 3 月 31 日

25 年 4 月 1 日

年 月 日 年 月 日

26 年 3 月 31 日

年 月 日 年 月 日

生 年 月 日 基 礎 年 金 番 号

勤 務 先 等

年 金 加 入 期 間 等 報 告 書

ふ　り　が　な
所 属 機 関 名 総務部職員厚生課

組 合 員 氏 名 共 済 太 郎

備 考
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被　扶　養　者　申　告　書（認定）

1 「年間収入推計額」欄には、その者の恒常的な収入として見込まれる勤労収入、資産所得、事業所得、その他の収入の推計額を

記入してください。

2 被扶養者の認定を受けようとする者が、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の規定による障害の認定を

受けている場合には、「被扶養者の要件を備えた年月日、理由」の欄に、その者に係る被保険者証に記載された資格取得

年月日及び有効期限を記入してください。

所　属　機　関　名

無

年 月

無

有・無

万円

年

無

配偶者基礎年金番号

②

③

④

〒

〒

日

認定担当者
証明印

万円

国民年金第３号被保険者関係届

※ 60歳未満の配偶者を認定する場合
には、国民年金第３号被保険者関
係届の提出が必要です

所　属　所　受　付　印

組合員氏名

組合員証番号
（職員番号）

事務長 事務次長

日 生

　（認定）

被　扶　養　者　申　告　書
□

日

〒

令和　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日　認定する。

月

生　　年　　月　　日

年

原票班長

昭和
平成

担当

生　年　月　日

年 月 日年号

平成

昭和

地・沖縄

令

和

女

有・無 約

※配偶者情報はこちらにご記入ください。

年

無

約

日
令

和

約 万円 有

公印

所属所連絡先

所属所担当者氏名

上記の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。

年号 年 月

令和

日

２．特別認定

１．普通認定

※　認定区分 備考

令和　　　　年　　　月　　　日

所属所長

上記のとおり申告します。

※地共済記入

決定

※　認定年月日

昭和

平成

有・無 約 万円

〒

〒

女

令和

昭和

平成

令和

有

被扶養の要件を備えた
年月日・理由

令和　　　　年　　　月　　　日

氏名

令

和

令

和 月 日

月

地方職員共済組合沖縄県支部長　　殿

年間収入
推計額

男

男

女

性
別

続柄

男

女
有

月年

扶養手当
受給有無

有

職名

氏名

令和

平成

昭和

フリガナ

住　　　　　　　　　　　所

住　　　　　　　　　　　所

住　　　　　　　　　　　所

住　　　　　　　　　　　所

組合員の住所

男

有・無

仕事の
有無

フリガナ

被扶養者氏名

①

配偶者のみ記入。

扶養手当対象者については、

手当認定を先に行ってください。

アルバイト・パートも含む。

給与担当者ではなく、扶養手当認定

担当者が押印してください。

申告時から未来に向かって

１年間の収入（推計額）。

組合員が所属所に申告書を提出した日に、

所属所受付印を押印してください。

60歳未満の配偶者を認定する場合には、

国民年金第3号被保険者関係届も提出が

必要です。

Q. 所属所とは？

A. 知事部局・県議会事務局・監査委員事務局・人事委員会事務局・

選挙管理委員会・労働委員会事務局 → 総務事務センター

（H27.4.1～ 知事部局出先機関も総務事務センター）

企業局 → 企業局総務企画課

病院事業局 → 本庁は病院事業総務課、各県立病院はその病院

扶養の事実発生日から３０日以内に、所属所へ申告書を提出してくだ

さい。

提出が遅れた場合、扶養の事実発生日からの認定が出来ません。
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被　扶　養　者　申　告　書（認定）

1 「年間収入推計額」欄には、その者の恒常的な収入として見込まれる勤労収入、資産所得、事業所得、その他の収入の推計額を

記入してください。

2 被扶養者の認定を受けようとする者が、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の規定による障害の認定を

受けている場合には、「被扶養者の要件を備えた年月日、理由」の欄に、その者に係る被保険者証に記載された資格取得

年月日及び有効期限を記入してください。

養子
共済　三郎

④ キョウサイ　サブロウ

共済　ヨシ子

年 10

有・無 約

20 6 9

離職に伴う扶養替え

令和 4

有・無 約 0 万円 有

住　　　　　　　　所 〒　　　　　　　　　　　　　　　同　　上

■

万円 有

無 印

国民年金第３号関係被保険者届

※ 60歳未満の配偶者を認定する場合には、
国民年金第3号被保険者関係届の提出
が必要です。

組合員の住所 〒000-0000　那覇市○－○－○

住　　　　　　　　所 〒　　　　　　　　　　　　　　　同　　上

住　　　　　　　　所 〒　　　　　　　　　　　　　　　同　　上

●●

共済　花子 離職のため
無 印

令和 4 年 10

赤文字→申請者記入
青文字→所属所担当者記入

0 万円 有

男

女
長女

③ キョウサイ　ヨシコ

16 12 15

共済　二郎 離職に伴う扶養替え
無 印

昭和

※配偶者情報はこちらの太枠部分にご記入ください。配偶者基礎年金番号 ● ● ● ● ●

所属所担当者氏名 鈴木　一郎

所属所連絡先 ＩＰ　0000

記入例
(認定）

職名 総務事務センター室長

公印所属所長
氏名 沖縄　県太

備考

月 1 日

月 1 日

月 1 日

氏名 共済　太郎

上記の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。

上記のとおり申告します。 １．普通認定

決定 令和地方職員共済組合沖縄県支部長　　殿

２．特別認定

※地共済記入
※　認定年月日 ※　認定区分

年号 年 月 日

住　　　　　　　　所 〒　　　　　　　　　　　　　　　同　　上

② キョウサイ　ジロウ

5 6 3
男

女
長男

令和 4 年 10

有・無 約 80

離職に伴う扶養替え
無 印

令和 4 年 10

有・無 約 100 万円 有

① キョウサイ　ハナコ

45 10 1 妻

氏名 共済　太郎 職員厚生課

フリガナ 生　年　月　日 仕事の
有無

年間収入
推計額

扶養手当
受給有無

認定担当者
証明印

性
別

続柄

令和　4　年　　10　月　　11　日

令和　4　年　10　月　　5　日

所　属　所　受　付　印

受付印 被　扶　養　者　申　告　書

フリガナ キョウサイ　タロウ 所　属　機　関　名

組合員証番号
（職員番号）

地・沖縄 0 1 2 3

被扶養の要件を備えた
年月日・理由被扶養者氏名 年号

生

　（認定）

年 月 日

生　　年　　月　　日

昭和

平成

平成

平成

日

男

女

男

女

454 5 6 年 11 月 11

月 1 日

● ● ●

Q. 所属所とは？

A. 知事部局・県議会事務局・監査委員事務局・人事委員会事務局・

選挙管理委員会・労働委員会事務局 → 総務事務センター

（H27.4.1～ 知事部局出先機関も総務事務センター）
企業局 → 企業局総務企画課

病院事業局 → 本庁は病院事業総務課、各県立病院はその病院
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他共済から転入

　　　※この申立書は、他の共済組合から引き続き本共済組合の組合員となった者について

　　　　被扶養者申告書に添付して提出してください。

　　　※異動前の共済組合において交付された組合員証・被扶養者証の写しを添付してください。

職業等 住所
無職・アルバイ ト・年金受給等 （別居のときのみ記入）

万円
同　・別

万円
同　・別

万円
同　・別

万円
同　・別

万円
同　・別

　 　　　上記の者は、 共済組合における認定、更新又は検認の後において

　 　 所得及び同居要件等に関し、変動がないことを申し立てます。

 　 　申し立て内容が事実と異なった場合及び被扶養者自身の年間収入の増加・他保険への加入

 　 　雇用保険の受給・同居区分の変更・組合員の扶養実態（主たる扶養者）に変更等が生じた

 　 　場合は、すみやかに地方職員共済組合へ届出を行います。

令和　　　年　　　月　　　日

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

被扶養者の継続認定に関する申立書

継続認定を受けよう
とする者の氏名

同居
区分

 　　地方職員共済組合　　沖縄県支部長　殿

申立者

続柄 生年月日 収入

子の続柄を記載する場合、「長男」「二女」等をご記入ください。
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派遣戻り

　　　※この申立書は、派遣先の健康保険から本共済組合の組合員となった者について

　　　　被扶養者申告書に添付して提出してください。

　　　※異動前に交付されていた健康保険証の写しを添付してください。（対象の被扶養者全員分）

職業等 住所
無職・アルバイ ト・年金受給等 （別居のときのみ記入）

万円
同　・別

万円
同　・別

万円
同　・別

万円
同　・別

万円
同　・別

(派遣先で加入していた医療保険者名を記入）

　 　　　上記の者は、 における認定、更新又は検認の後に

　 　 おいて所得及び同居要件等に関し、変動がないことを申し立てます。

 　 　申し立て内容が事実と異なった場合及び被扶養者自身の年間収入の増加・他保険への加入・

 　 　雇用保険の受給・同居区分の変更・組合員の扶養実態（主たる扶養者）に変更等が生じた

 　 　場合は、すみやかに地方職員共済組合へ届出を行います。

令和　　　年　　　月　　　日

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

申立者

 　　地方職員共済組合　　沖縄県支部長　殿

被扶養者の継続認定に関する申立書

継続認定を受けよう
とする者の氏名

続柄 生年月日 収入
同居
区分

子の続柄を記載する場合、「長男」「二女」等をご記入ください。
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令和　　　　年　　　　月　　　　日　取消する。

□

□
※

□

※

〒

〒

年号

　上記のとおり申告します。

地方職員共済組合沖縄県支部長　　殿

氏名

　上記の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。

職名
所属所長

氏名

1 交付を受けているすべての組合員証等を添付したうえ提出してください。

2 被扶養者の取消を受けようとする者が、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の規定による障害の認定を

受けている場合には、「被扶養者の要件を欠に至った年月日、理由」の欄に、その者に係る被保険者証に記載された

資格取得年月日及び有効期限を記入してください。

男　・　女

公印

被扶養者の要件を欠に
至った年月日、理由

令和　　　年　　　月　　　日

決定

※ 取消年月日

　１．他制度
　２．収入超過
　３．送金

その他

組合員の住所

被扶養者氏名

扶養手

当受給
の有無

認定

担当者
証明印

日

※ 喪失理由

年 月

年

住所

フリガナ

※地共済
記入

性別 続柄

原 票事務長 事務次長

所属所担当者氏名

所属所連絡先

地・沖縄

有・無

昭和
平成
令和

月

所　属　機　関　名

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

組合員氏名

組合員証番号

被扶養者証等添付

資格喪失証明書交付希望

交付希望の場合はチェック

を入れてください

年号

班長 担当

日
生 年 月 日

所　属　所　受　付　印

被　扶　養　者　申　告　書

生　年　月　日

　　　　　年　　　　月　　　　　日
昭　和
平　成

フリガナ

国民年金第3号被保険者関係届

被扶養配偶者の収入超過・
離婚による取消のときのみ

提出

（取消）

給与担当者ではなく、扶養手当認
定担当者が押印してください。

資格喪失証明書は、他の健康保険へ加入す

る際に必要となる場合があります。
所属所担当者あて送付します。

取消対象者が交付を受けている組合員証
等すべてを添付してください。

被扶養配偶者の就職、組合員の退職に伴う資格
喪失について提出の必要はありません。

Q. 所属所とは？

A. 知事部局・県議会事務局・監査委員事務局・人事委員会事務局・

選挙管理委員会・労働委員会事務局 → 総務事務センター

（H27.4.1～ 知事部局出先機関も総務事務センター）

企業局 → 企業局総務企画課

病院事業局 → 本庁は病院事業総務課、各県立病院はその病院

扶養手当受給していた方 →「有」を○で囲む。

扶養手当受給していなかった方 →「無」を○で囲む。
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令和　　　　年　　　　月　　　　日 取消する。

□

□
※

□

※

0 1 2 3 4 5 6

5 5 1 2 0 1

年号

　上記のとおり申告します。

地方職員共済組合沖縄県支部長　　殿

令和 年 9 月 3 日

氏名

　上記の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。

令和 年 9 月 5 日

職名 総務事務センター室長
所属所長

氏名

1 交付を受けているすべての組合員証等を添付したうえ提出してください。

2 被扶養者の取消を受けようとする者が、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の規定による障害の認定を

受けている場合には、「被扶養者の要件を欠に至った年月日、理由」の欄に、その者に係る被保険者証に記載された

資格取得年月日及び有効期限を記入してください。

事務長 事務次長 班長 担当 原 票

被　扶　養　者　申　告　書
資格喪失証明書交付希望

交付希望の場合はチェック

を入れてください

（取消）

生　年　月　日

昭和
組合員証番号

所属所連絡先

フリガナ キョウサイ　　タロウ 所　属　機　関　名

日

被扶養者氏名 共済　花子 昭和

組合員氏名 共済　太郎 職員厚生課

組合員の住所 〒000-0000　　那覇市○－○－○

フリガナ キョウサイ　　ハナコ

有・無

共済　太郎

沖縄　県太
公印

所属所担当者氏名

4

日
　１．他制度
　２．収入超過
　３．送金

その他年 月

4

記入例（取消）

赤文字→本人記入
青文字→担当者記入

男　・　女 妻

住所

生 年 月 日
性別 続柄

　　　５２年　　７月　　　　７日
地・沖縄

所　属　所　受　付　印
被扶養者証等添付

決定

国民年金第3号被保険者関係届

被扶養配偶者の収入超過・

離婚による取消のときのみ

提出

印

※ 喪失理由

年号 年 月

認定

担当者

証明印

被扶養者の要件を欠に
至った年月日、理由※地共済

記入
※ 取消年月日

〒　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　上

扶養手

当受給

の有無

令和　３年　　8月　　1日

収入超過

受付印
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□ 国民年金第3号被保険者住所変更届

※

□ 組合員のみ

□ 組合員及び被扶養者

□ 被扶養者のみ

（ ）

〒 －

上記のとおり変更したので申告します。

地方職員共済組合沖縄県支部長　　殿

上記の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。

※ 変更事項の確認できる証明書（住民票謄本、戸籍謄本等）の写しを添付してください。

※ 指定口座変更を行う際、通帳の写し等は添付不要です。

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

申告者氏名

公印
氏 名

所属所連絡先

職 名

所属所長

所属所担当者氏名

4
その他

変更事項

3
銀 行 名 銀行コード 支 店 名 支店コード 普通預金口座番号（７桁）

金融機関

指定口座
※本人名義

2
フリガナ フリガナ

（新）氏名 （旧）氏名

変更の理由
　４．その他

変更事項（※変更のあった箇所のみ記入）

1 新住所
（フリガナ）

記載事項
　１．住所変更 ２．氏名変更 ３．指定口座変更

※氏名に変更があった方は、指定口座の名義変

更も同時に申請する必要があります。

変更対象者
変更対象者
氏名（続柄）

組 合 員 証 記 載 事 項 変 更 申 告 書

組合員証番号 組合員氏名 所属機関名

60歳未満の被扶養配偶者がいる
場合は提出必須

事 務 長 事務次長 班 長 担 当 原 票

被扶養配偶者の住所が変更となった際には、
併せて「国民年金第3号被保険者住所変更
届」を提出してください。

住所変更があった方について、１つの住民票謄本で確認で

きる場合は、申請書1枚にまとめてください。
（例：本人と同居の被扶養者が一緒に転居した場合など）

氏名変更があった方は、この申請書１枚に、氏名・指
定口座変更の申請をまとめてください。氏名変更の
みを行うことは出来ません。

口座番号が７桁に満たない場合には、

頭に０を足して７桁にしてください。

支店や口座番号に変更がなくても、氏名に変

更があった場合には必ず記載してください。

※組合員本人名義口座のみ指定可

Q. 所属所とは？

A. 知事部局・県議会事務局・監査委員事務局・人事委員会事務局・

選挙管理委員会・労働委員会事務局 → 総務事務センター

（H27.4.1～ 知事部局出先機関も総務事務センター）

企業局 → 企業局総務企画課

病院事業局 → 本庁は病院事業総務課、各県立病院はその病院
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赤
文

字
→

本
人

記
入

赤
文

字
→

本
人

記
入

青
文

字
→

担
当

者
記

入
■

国
民

年
金

第
3
号

被
保

険
者

住
所

変
更

届
青

文
字

→
担

当
者

記
入

□
国

民
年

金
第

3
号

被
保

険
者

住
所

変
更

届

※
※

0
1
2
3
4
5
6

0
1
2
3
4
5
6

□
組

合
員

の
み

共
済
　
太
郎
（
本
人
）

■
組

合
員

の
み

■
組

合
員

及
び

被
扶

養
者

　
　
　
　
夏
子
（
妻
）

□
組

合
員

及
び

被
扶

養
者

□
被

扶
養

者
の

み
　
　
　
　
一
郎
（
長
男
）

□
被

扶
養

者
の

み

（
）

（
）

〒
9
0
0

－
0
0
2
1

〒
－

0
1
8
7

2
5
1

●
●

●
●

●
●

●

上
記

の
と

お
り

変
更

し
た

の
で

申
告

し
ま

す
。

上
記

の
と

お
り

変
更

し
た

の
で

申
告

し
ま

す
。

地
方

職
員

共
済

組
合

沖
縄

県
支

部
長

　
　

殿
地

方
職

員
共

済
組

合
沖

縄
県

支
部

長
　

　
殿

令
和

年
4

月
3

日
令
和

年
9

月
5

日

上
記

の
記

載
事

項
は

、
事

実
と

相
違

な
い

も
の

と
認

め
ま

す
。

上
記

の
記

載
事

項
は

、
事

実
と

相
違

な
い

も
の

と
認

め
ま

す
。

年
4

月
3

日
年
9

月
7

日

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
室
長

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
室
長

沖
縄
　
県
太

沖
縄
　
県
太

※
変

更
事

項
の

確
認

で
き

る
証

明
書

（
住

民
票

謄
本

、
戸

籍
謄

本
等

）
の

写
し

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

※
変

更
事

項
の

確
認

で
き

る
証

明
書

（
住

民
票

謄
本

、
戸

籍
謄

本
等

）
の

写
し

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

※
指

定
口

座
変

更
を

行
う

際
、

通
帳

の
写

し
等

は
添

付
不

要
で

す
。

※
指

定
口

座
変

更
を

行
う

際
、

通
帳

の
写

し
等

は
添

付
不

要
で

す
。

所
属

所
担

当
者

氏
名

鈴
木
　
一
郎

所
属

所
連

絡
先

IP
　
0
0
0
0

職
名

所
属

所
長

公
印

氏
名

職
名

所
属

所
担

当
者

氏
名

鈴
木
　
一
郎

所
属

所
連

絡
先

IP
　
0
0
0
0

4
4 4

4
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那
覇
　
春
子

口
座

番
号

（
７

桁
）

※
ゆ

う
ち

ょ
不

可

指
定

口
座

琉
球
銀
行

県
庁
支
店

申
告

者
氏

名
共
済
　
太
郎

そ
の

他
変

更
事

項

金
融

機
関

銀
行

コ
ー

ド
支

店
名

支
店

コ
ー

ド
銀

行
名

令
和

（
新

）
氏

名

所
属

機
関

名

2
フ

リ
ガ

ナ
ナ
ハ
　
ハ
ル
コ

フ
リ

ガ
ナ

シ
ュ
リ
　
ハ
ル
コ

変
更

の
理

由
　

４
．

そ
の

他

※
氏

名
に

変
更

が
あ

っ
た

方
は

、
指

定
口

座
の

名
義

変

更
も

同
時

に
申

請
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。

職
員
厚
生
課

那
覇
　
春
子
（
本
人
）

記
載

事
項

　
１

．
住

所
変

更
２

．
氏

名
変

更
３

．
指

定
口

座
変

更
※

氏
名

に
変

更
が

あ
っ

た
方

は
、

指
定

口
座

の
名

義
変

更
も

同
時

に
申

請
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。

変
更

対
象

者
変

更
対

象
者

　
氏

名
（
続

柄
） （

旧
）
氏

名
首
里
　
春
子

変
更

の
理

由
　

４
．

そ
の

他

組
合

員
証

番
号

組
合

員
氏

名
那
覇
　
春
子

口
座

番
号

（
７

桁
）

※
ゆ

う
ち

ょ
不

可

変
更

事
項

（
※

変
更

の
あ

っ
た

箇
所

の
み

記
入

）

1
新

住
所

（
フ

リ
ガ

ナ
）

オ
キ
ナ
ワ
ケ
ン
ナ
ハ
シ
イ
ズ
ミ
ザ
キ

　
沖
縄
県
那
覇
市
泉
崎
○
-
○
-
○

職
員
厚
生
課

変
更

事
項

（
※

変
更

の
あ

っ
た

箇
所

の
み

記
入

）

1
新

住
所

（
フ

リ
ガ

ナ
）

2
フ

リ
ガ

ナ
フ

リ
ガ

ナ

（
新

）
氏

名
（
旧

）
氏

名

指
定

口
座

申
告

者
氏

名
共
済
　
太
郎

公
印

氏
名

4
そ

の
他

変
更

事
項

3
金

融
機

関
銀

行
名

銀
行

コ
ー

ド
支

店
名

支
店

コ
ー

ド

令
和

所
属

所
長

組
合

員
証

番
号

組
合

員
氏

名
共
済
　
太
郎

所
属

機
関

名

担
当

6
0
歳

未
満

の
被

扶
養

配
偶

者
が

い
る

場
合

は
提

出
必

須

　
１

．
住

所
変

更
２

．
氏

名
変

更
３

．
指

定
口

座
変

更

記
入

例
（
住

所
変

更
）

変
更

対
象

者
変

更
対

象
者

　
氏

名
（
続

柄
）

記
載

事
項

6
0
歳

未
満

の
被

扶
養

配
偶

者
が

い
る

場
合

は
提

出
必

須

原
票

班
長

担
当

事
務

長
事

務
次

長
班

長

組
合

員
証

記
載

事
項

変
更

申
告

書

原
票

記
入

例
（
氏

名
・
口

座
変

更
）

事
務

長
事

務
次

長

組
合

員
証

記
載

事
項

変
更

申
告

書

住
民

票
謄

本
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
※

対
象

者
全

員
の

住
所

を
確

認
す

る
た

め
戸

籍
を

添
付

。

※
被

扶
養

者
も

変
更

す
る

際
に

は
、

戸
籍

謄
本

が
必

要
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別紙様式第１６号 令和　　　　年　　　　月　　　　日　交付する。

〒 －

１． ２．

３． ４．

５． ６．

７． ８．

上記のとおり申告します。
なお、紛失・盗難の場合は、その組合員証等が不正に使用されたときは、私の責任において処理します。

地方職員共済組合沖縄県支部長　　殿

住所

氏名

上記の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。

職名
所属所長

氏名

※ 破損の場合には、その組合員証等を添付してください。

担 当

組 合 員 氏 名 所 属 機 関 名生 年 月 日

年　　 　月 　　　日

原 票班 長

組 合 員 証 等 再 交 付 申 請 書

令和　　　年　　　月　　　日

紛 失 ・

事 務 長 事務次長

盗 難

令和　　　年　　　月　　　日

組 合 員 被 扶 養 者 証

組 合 員 の 住 所

地・沖縄

紛失・盗難の場合は、いつ、どこで、誰が、どのような状態で亡失したか等、詳細に記入してください。
（※紛失・盗難の場合には悪用される恐れがありますので、警察に届け出ることをお勧めします。）

（○で囲むこと）

申請者

所属所連絡先

所属所担当者氏名

公印

再交付対象者氏名(続柄）

組 合 員 証

組 合 員 証 番 号

数字を○で囲むこと

・ 破 損

限 度 額 適 用 認 定 証

船 員 組 合 員 証再交付を申請する証の 船 員 被 扶 養 者 証

限度額適用・ 標準負担額減額適用認 定証

特 定 疾 病 受 領 証高 齢 受 給 者 証

再交付申請の理由

破損の場合には、その組合員証
等を添付すること。

この申請書1枚で

再交付申請が可能になりました。

（添付書類不要）

Q. 所属所とは？

A. 知事部局・県議会事務局・監査委員事務局・人事委員会事務局・

選挙管理委員会・労働委員会事務局 → 総務事務センター

（H27.4.1～ 知事部局出先機関も総務事務センター）

企業局 → 企業局総務企画課

病院事業局 → 本庁は病院事業総務課、各県立病院はその病院
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別紙様式第１６号 令和　　　　年　　　　月　　　　日　交付する。

赤文字→本人記入

青文字→担当者記入

〒 0 0 0 － 0 0 0 0

１． ２．

３． ４．

５． ６．

７． ８．

（各自記入）

上記のとおり申告します。
なお、紛失・盗難の場合は、その組合員証等が不正に使用されたときは、私の責任において処理します。

地方職員共済組合沖縄県支部長　　殿

令和 年 9 月 1 日 住所 那覇市○-○-○

氏名

上記の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。

令和 年 9 月 5 日 職名 総務事務センター室長
所属所長

氏名

※ 破損の場合には、その組合員証等を添付してください。

総務部職員厚生課0 1 2 3 4 昭和５２　年　７　月　７　日

数字を○で囲むこと

再交付対象者氏名（続柄）

限 度 額 適 用 認 定 証 限度額適用・ 標準負担額減額適用認 定証

高 齢 受 給 者 証 特 定 疾 病 受 領 証

共済　一郎（長男）

組 合 員 証 組 合 員 被 扶 養 者 証

再交付を申請する証の

組 合 員 の 住 所
那覇市○－○－○

所属所連絡先 IP 0000

4

4

公印

申請者

共済　太郎

沖縄　県太

所属所担当者氏名 鈴木　一郎

再交付申請の理由
紛 失 ・ 盗 難 ・ 破 損

（○で囲むこと）

紛失・盗難の場合は、いつ、どこで、誰が、どのような状態で亡失したか等、詳細に記入してください。
（※紛失・盗難の場合には悪用される恐れがありますので、警察に届け出ることをお勧めします。）

船 員 組 合 員 証 船 員 被 扶 養 者 証

組 合 員 証 等 再 交 付 申 請 書

事 務 長 事務次長 班 長 担 当

組 合 員 証 番 号 組 合 員 氏 名 生 年 月 日 所 属 機 関 名

地・沖縄 5 6 共済　太郎

原 票
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　※地共済記入

□組合員証

□被扶養者証（　　）

□限度額証（　　）

※交付を受けているすべての組合員証等を添付してください。

※年度途中に退職する場合、退職辞令（写）を添付してください。 □ 資格喪失証明書交付希望

※

年 月 日

〒 -

　１．退職 ２．期間満了 ３．死亡

　４．転出（他の共済・国の共済・地共済他支部） ５．その他（　　　　　　　　）

上記のとおり報告します。

地方職員共済組合沖縄県支部長　　殿

令和 年 月 日

職名

所属所長
氏名

原 票班 長

組　合　員　氏　名

事務次長

生　年　月　日

年金班長 担　当

交付希望の場合はチェックを入

れてください

事 務 長

所属所連絡先

組　合　員　住　所

異 動 前 所 属 機 関

所属所担当者氏名

公印

組　合　員　証　番　号

組 合 員 異 動 報 告 書

令和 　　年 　　月 　　日

昭和

平成男・女

異 動 後 所 属 機 関

異動年月日（退職日の翌日） 異 動 理 由

性別

４に該当する場合、転出先
に○をつけてください。 退職（割愛・派遣）の場合、

「５．その他」に記入してください。

異動年月日は、退職日の翌日を記入すること。

（R3.3/31退職の場合、R3.4/1が異動年月日となります）

資格喪失証明書は、他の健康保険に加入する際に

必要となる場合があります。

交付希望の方は、チェックを入れてください。

証明書の送付先は、組合員の自宅になります。

※組合員が、地共済の組合員資格を喪失するときに提出してください。

●組合員資格を喪失するとき

◇退職

◇下記の所属への人事異動

（教育委員会・公安委員会・県立芸術大学・県立看護大学）

※他共済の組合員資格を取得することになります。

※令和３年４月の県立芸術大学の公立大学法人への移行に伴い、文化振興課付けで県立芸術大学

へ派遣される組合員は、令和３年４月以降もそのまま地共済となりますので、転出手続きは不要です。

資格喪失証明書交付を希望した方
退職後住所変更予定の方は、送付を希望する住所を
記入してください。

異動前所属機関 → 退職・転出時の勤務先

異動後所属機関 → 退職時は記入不要

転出時は転出先を記入

Q. 所属所とは？

A. 知事部局・県議会事務局・監査委員事務局・人事委員会事務局・

選挙管理委員会・労働委員会事務局 → 総務事務センター

（H27.4.1～ 知事部局出先機関も総務事務センター）

企業局 → 企業局総務企画課

病院事業局 → 本庁は病院事業総務課、各県立病院はその病院



第２編 組合員証等について 

49 

 

赤
文

字
→

本
人

記
入

赤
文

字
→

本
人

記
入

青
文

字
→

担
当

者
記

入
青

文
字

→
担

当
者

記
入

※
交

付
を

受
け

て
い

る
す

べ
て

の
組

合
員

証
等

を
添

付
し

て
く
だ

さ
い

。
■

資
格

喪
失

証
明

書
交

付
希

望
※

交
付

を
受

け
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い
る

す
べ

て
の

組
合

員
証

等
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
□

資
格

喪
失

証
明

書
交

付
希

望

※
年

度
途

中
に

退
職

す
る

場
合

、
退

職
辞

令
（
写

）
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
※

※
年

度
途

中
に

退
職

す
る

場
合

、
退

職
辞

令
（
写

）
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
※

0
6
5
4
3
2
1

3
1

年
8

月
1

日
0
1
2
3
4
5
6

2
年

7
月

7
日

〒
0

0
0

-
0

0
0

0
〒

0
0

0
-

0
0

0
0

　
１

．
退

職
２

．
期

間
満

了
３

．
死

亡
　

１
．

退
職

２
．

期
間

満
了

３
．

死
亡

　
４

．
転

出
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他
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．
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．
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．
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。

地
方
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員

共
済

組
合

沖
縄

県
支

部
長

　
　

殿
地

方
職

員
共

済
組

合
沖

縄
県

支
部

長
　

　
殿

令
和

年
3

月
3
1

日
年

3
月

3
1

日

職
名

職
名

所
属

所
長

所
属

所
長

氏
名

氏
名

担
　

当
原

票
年

金
班

長
班
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担

　
当

性
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事
務
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年
金

班
長

班
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務

次
長

組
合
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書
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証
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日
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合
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証
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生

　
年

　
月

　
日
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和

平
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組
　

合
　

員
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交
付

希
望
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ェ

ッ
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覇
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○
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○
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関
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0
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先
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 0
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印
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印
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太
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太
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名

鈴
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へ
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）
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令和　　　　年　　　　月　　　　日　交付する。

□任期付組合員

任期満了日

　　　　　年　　　月　　　日

－

地方職員共済組合沖縄県支部長　　殿

氏名

　上記の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。

職名
所属所長

氏名

性別

男　・　女

基礎年金番号

異  動  報  告  書
資 格 取 得 届 書

再任用フルタイム任期更新にかかる

昭和

担 当

※交付を受けているすべての組合員証を添付してください。

組 　合　 員
船員組合員

（ 異 動 報 告 記 入 欄 ）

（ 資 格 取 得 記 入 欄 ）

事 務 長 事務次長 班 長

所  属  機  関  名

原 票

生年月日

組合員氏名

組合員証番号
（職員番号）

フリガナ

□組合員証
□被扶養者証（　　）
□限度額証（　　）

証返還　※地共済記入 異 動 前 所 属 機 関

令和

平成

年号 年 月 日

退職日（前回再任用任期満了日）

資格取得年月（再任用更新日）

年号 年 月 日

フリガナ

組合員の
現住所

〒

令和

令和　　　　年　　　　月　　　　日

所属所連絡先　

令和　　　　年　　　　月　　　　日

公印

所属所担当者氏名

年号 年 月 日

給与所属コード
（６桁）

普通預金口座番号（7桁）

上記のとおり
組 合 員

の資格を喪得しましたので届け出ます。
船 員 組 合 員

金融機関指定口座
※組合員名義

銀 行 名 銀行コード 支 店 名 支店コード

口座番号が７桁に満たない場

合には、頭に０を足して７桁に

してください。

Q. 所属所とは？

A. 知事部局・県議会事務局・監査委員事務局・人事委員会事務局・

選挙管理委員会・労働委員会事務局 → 総務事務センター

（H27.4.1～ 知事部局出先機関も総務事務センター）

企業局 → 企業局総務企画課

病院事業局 → 本庁は病院事業総務課、各県立病院はその病院

金融機関のコードが分からない場合は、

インターネット等で調べて記入してください。

県庁内の金融機関コードは下記のとおりです。

銀行コード 支店コード

琉球銀行（県庁出張所） 0187 251

沖縄銀行（県庁出張所） 0188 012

沖縄海邦銀行（県庁内出張所） 0596 102

沖縄県労働金庫（県庁支店） 2997 953
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□任期付組合員

任期満了日

　　　　　年　　　月　　　日

0 8 7 6 5 4 3 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0 4 0 3 3 1

0 0 0 － 0 0 0 0

0 1 8 7 2 5 1 ● ● ● ● ● ● ●

地方職員共済組合沖縄県支部長　　殿

氏名

　上記の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。

職名
所属所長

氏名

所属所担当者氏名 菊池　涼介

所属所連絡先　 IP 0000

令和　　4　年　　4　　月　　6　　日

共済　太郎

令和　　4　年　　4　月　12　　日
総務事務センター室長

公印
沖縄　県太

普通預金口座番号（7桁）

琉球銀行 県庁出張所

上記のとおり
組 合 員

の資格を喪得しましたので届け出ます。
船 員 組 合 員

金融機関指定口座
※組合員名義

銀 行 名 銀行コード 支 店 名 支店コード

0

フリガナ オキナワケン　ナハシ

組合員の
現住所

〒 沖縄県那覇市●-●-●

1 0 0 4 0

（ 資 格 取 得 記 入 欄 ）

資格取得年月（再任用更新日） 給与所属コード
（６桁）

所  属  機  関  名

年号 年 月 日

　総務部　職員厚生課
令和 60 4 0 4 0

退職日（前回再任用任期満了日） 証返還　※地共済記入 異 動 前 所 属 機 関

年号 年 月 日 □組合員証
□被扶養者証（　　）
□限度額証（　　）

　企画部　企画調整課
令和

1 0 1 男　・　女5 1

（ 異 動 報 告 記 入 欄 ）

組合員氏名 共済 太郎 3
昭和

平成

フリガナ
キョウサイ　タロウ

生年月日
性別

年号 年 月 日

再任用フルタイム任期更新にかかる

赤文字→提出者記入
青文字→所属所担当者記入

組合員証番号
（職員番号）

組 　合　 員
船員組合員

異  動  報  告  書
資 格 取 得 届 書

※交付を受けているすべての組合員証を添付してください。
基礎年金番号

Q. 所属所とは？

A. 知事部局・県議会事務局・監査委員事務局・人事委員会事務局・

選挙管理委員会・労働委員会事務局 → 総務事務センター

（H27.4.1～ 知事部局出先機関も総務事務センター）

企業局 → 企業局総務企画課

病院事業局 → 本庁は病院事業総務課、各県立病院はその病院
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1 「年間収入推計額」欄には、その者の恒常的な収入として見込まれる勤労収入、資産所得、事業所得、その他の収入の推計額を

記入してください。

2 被扶養者の認定を受けようとする者が、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の規定による障害の認定を

受けている場合には、「被扶養者の要件を備えた年月日、理由」の欄に、その者に係る被保険者証に記載された資格取得

年月日及び有効期限を記入してください。

男

昭

平

令

昭

平成 年 月 日

班  長事 務 次 長

□ 国民年金第３号被保険者届

原  票

万円

事務長

続柄

　再任用フルタイム任期更新にかかる

被 扶 養 者
　　申　　   　告  　 　　書
　　継 続 認 定 申 立 書

所　属　所　受　付　印

令和

女

住所

（別居のときのみ記入）

①

②

配偶者基礎年金番号

地方職員共済組合　沖縄県支部長　殿

平

令

昭

平

令

増加・他保険への加入・雇用保険の受給・同居区分の変更・組合員

の扶養実態（主たる扶養者）に変更が生じた場合は、すみやかに地

２．特別認定

平成

生　　　年　　　月　　　日

昭和
年 月 日 生

地・沖縄

女

日

男

は検認の後において、所得及び同居要件等に関し、変動が無いこ

とを申し立てます。

　申立内容が事実と異なった場合及び被扶養者自身の年間収入の

男

同

万円

女

※地共済記入

決定

男

女

　上記の者は、地方職員共済組合沖縄県支部における認定更新又

フリガナ

月年

性
別

日

担  当

有・無 約 万円 有 無

約 万円 有

年

無

所属所担当者氏名

所属所連絡先

１．普通認定

年 月

被扶養の要件を備えた
年月日・理由

フリガナ

組合員氏名

組合員証番号
（職員番号）

有・無

仕事の
有無

年間収入
推計額

約

所　　属　　機　　関　　名

令和　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日　認定する。

認定担当者
証明印

扶養手当
受給有無

令和 年 月 日

公印

職名

氏名
所属所長

有・無

月

無

日

有有・無

年

約

※配偶者情報はこちらの太枠部分にご記入ください。

月 日

有 無

共済へ届出を行います。

※　認定区分 備考

年号 年 月

※　認定年月日

令和

日

上記の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。

氏名

同居
区分生年月日

昭

平

別

被扶養者氏名

④

別

③

同

別

同

別

同

配偶者のみ記入。

扶養手当対象者については、

手当認定を先に行ってください。

アルバイト・パートも含む。

給与担当者ではなく、扶養手当認定

担当者が押印してください。

申告時から未来に向かって

１年間の収入（推計額）。

組合員が所属所に申告書を提出した

日に、

所属所受付印を押印してください。

60歳未満の配偶者を認定する場

合には、国民年金第3号被保険者

届も提出が必要です。

Q. 所属所とは？

A. 知事部局・県議会事務局・監査委員事務局・人事委員会事務局・

選挙管理委員会・労働委員会事務局 → 総務事務センター

（H27.4.1～ 知事部局出先機関も総務事務センター）
企業局 → 企業局総務企画課

病院事業局 → 本庁は県立病院課、各県立病院はその病院

扶養の事実発生日から３０日以内に、所属所へ申告書を提出してください。

提出が遅れた場合、扶養の事実発生日からの認定が出来ません。
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1 「年間収入推計額」欄には、その者の恒常的な収入として見込まれる勤労収入、資産所得、事業所得、その他の収入の推計額を

記入してください。

2 被扶養者の認定を受けようとする者が、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の規定による障害の認定を

受けている場合には、「被扶養者の要件を備えた年月日、理由」の欄に、その者に係る被保険者証に記載された資格取得

年月日及び有効期限を記入してください。

昭

平

令

受付印

■ 国民年金第３号被保険者届

生　　　年　　　月　　　日

所　属　所　受　付　印

5 4 3

　再任用フルタイム任期更新にかかる

被 扶 養 者
　　申　　   　告  　 　　書

フリガナ キョウサイ　タロウ 所　　属　　機　　関　　名

組合員証番号
（職員番号）

地・沖縄 0 8 7 6

昭和

33 年 11 月 1 日 生
平成

組合員氏名 共済　太郎 職員厚生課

フリガナ
生年月日

同居
区分

住所 性
別

続柄
被扶養者氏名 （別居のときのみ記入）

① キョウサイ　ハナコ
昭

34/10/10

同 男

9 0 ※配偶者情報はこちらの太枠部分にご記入ください。

月 1 日

別 女

妻

仕事の
有無

年間収入
推計額

扶養手当
受給有無

認定担当者
証明印

被扶養の要件を備えた
年月日・理由

無 印

令和 4 年 4

有・無 約 100 万円 有

再任用任期更新に伴う

② キョウサイ　イチロウ

61/9/15

同 東京都　港区　●
丁目　●番地　マ

ンション○○

男

配偶者基礎年金番号 1 2 3 4 5 6 7 8

共済　花子 平

月 1

別 女

無 印

令和 4 年 4

同上

長男 有・無 約 120 万円 有

1/12/01

同

日

昭

平

令

共済　一郎
平

昭

令

同

4 月 1 日

共済　ヨシ子 別 女 同上

有 無 印

令和 4 年男

長女 有・無 約 0 万円

③ キョウサイ　ヨシコ

２．特別認定

月 日

別 女

有 無

令和 年男

有・無 約 万円

④

氏名 共済　太郎の扶養実態（主たる扶養者）に変更が生じた場合は、すみやかに地

共済へ届出を行います。

10 日は検認の後において、所得及び同居要件等に関し、変動が無いこ

とを申し立てます。

　申立内容が事実と異なった場合及び被扶養者自身の年間収入の

　上記の者は、地方職員共済組合沖縄県支部における認定更新又
令和 4 年 4 月

職名 総務事務センター室長

所属所長 公印氏名 沖縄　県太

上記の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。

令和 4 年 4 月 13 日

　　継 続 認 定 申 立 書

所属所担当者氏名 菊池　涼介

所属所連絡先 ＩＰ　0000

緑文字→申請者記入
青文字→所属所担当者記入

記入例

増加・他保険への加入・雇用保険の受給・同居区分の変更・組合員

決定
地方職員共済組合　沖縄県支部長　殿

※地共済記入
※　認定年月日 ※　認定区分 備考

年号 年 月 日

１．普通認定

Q. 所属所とは？

A. 知事部局・県議会事務局・監査委員事務局・人事委員会事務局・

選挙管理委員会・労働委員会事務局 → 総務事務センター

（H27.4.1～ 知事部局出先機関も総務事務センター）

企業局 → 企業局総務企画課

病院事業局 → 本庁は県立病院課、各県立病院はその病院
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再任用フルタイム

　　　※この申立書は、地方職員共済組合から引き続き本共済組合の組合員となった者について

　　　　被扶養者申告書に添付して提出してください。

職業等 住所
無職・アルバイ ト・年金受給等 （別居のときのみ記入）

万円
同　・別

万円
同　・別

万円
同　・別

万円
同　・別

万円
同　・別

　 　　　上記の者は、 における認定、更新又は検認の後において

　 　 所得及び同居要件等に関し、変動がないことを申し立てます。

 　 　申し立て内容が事実と異なった場合及び被扶養者自身の年間収入の増加・他保険への加入

 　 　雇用保険の受給・同居区分の変更・組合員の扶養実態（主たる扶養者）に変更等が生じた

 　 　場合は、すみやかに地方職員共済組合へ届出を行います。

令和　　　年　　　月　　　日

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

被扶養者の継続認定に関する申立書

継続認定を受けよう
とする者の氏名

続柄 生年月日 収入
同居
区分

地方職員共済組合
沖縄県支部

申立者

 　　地方職員共済組合　　沖縄県支部長　殿

子の続柄を記載する場合、「長男」「二女」等をご記入ください。
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令和　　　　年　　　　月　　　　日　交付する。

□任期付組合員

任期満了日

　　　　　年　　　月　　　日

－

地方職員共済組合沖縄県支部長　　殿

氏名

　上記の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。

職名
所属所長

氏名

1 常時勤務に服することを要しない者の場合は、組合員に該当する旨を証する具体的な資料を添えてください。

2 「備考」蘭には、船員組合員の資格を取得した者にあっては船員手帳の記号番号を、老人保健法第25第1項

第２号の規定による障害の認定を受けている者にあっては健康手帳の医療の受給資格を証するページに記

載をされた有効期間を、それぞれ記入してください。

（ 異 動 報 告 記 入 欄 ）

組合員証番号（現）
（職員番号）

性別

男　・　女

基礎年金番号

異  動  報  告  書
資 格 取 得 届 書

任期付職員任期更新にかかる

昭和
組合員氏名

組 　合　 員
船員組合員

担 当

※交付を受けているすべての組合員証を添付してください。

事 務 長 事務次長 班 長

所  属  機  関  名

日

令和

給与所属コード
（６桁）

年号 年 月

退職日（前回任期満了日）

原 票

生年月日

組合員証番号（旧）
（職員番号）

フリガナ

□組合員証
□被扶養者証（　　）
□限度額証（　　）

証返還　※地共済記入 異 動 前 所 属 機 関

令和

平成

年号 年 月

令和　　　　年　　　　月　　　　日

所属所連絡先　

令和　　　　年　　　　月　　　　日

公印

所属所担当者氏名

日

資格取得年月（任期更新日）

年号 年 月 日

フリガナ

組合員の
現住所

〒

普通預金口座番号（7桁）

（ 資 格 取 得 記 入 欄 ）

上記のとおり
組 合 員

の資格を喪得しましたので届け出ます。
船 員 組 合 員

金融機関指定口座
※組合員名義

銀 行 名 銀行コード 支 店 名 支店コード

口座番号が７桁に満たない場合

には、頭に０を足して７桁にしてく

ださい。

Q. 所属所とは？

A. 知事部局・県議会事務局・監査委員事務局・人事委員会事務局・

選挙管理委員会・労働委員会事務局 → 総務事務センター

（H27.4.1～ 知事部局出先機関も総務事務センター）

企業局 → 企業局総務企画課

病院事業局 → 本庁は病院事業総務課、各県立病院はその病院

金融機関のコードが分からない場合は、

インターネット等で調べて記入してください。

県庁内の金融機関コードは下記のとおりです。

銀行コード 支店コード

琉球銀行（県庁出張所） 0187 251

沖縄銀行（県庁出張所） 0188 012

沖縄海邦銀行（県庁内出張所） 0596 102

沖縄県労働金庫（県庁支店） 2997 953
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□任期付組合員

任期満了日

　　　　　年　　　月　　　日

0 1 2 3 4 5 6

0 9 8 7 6 5 4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0 4 0 3 3 1

0 0 0 － 0 0 0 0

0 1 8 7 2 5 1 ● ● ● ● ● ● ●

地方職員共済組合沖縄県支部長　　殿

氏名

　上記の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。

職名
所属所長

氏名

1 常時勤務に服することを要しない者の場合は、組合員に該当する旨を証する具体的な資料を添えてください。

2 「備考」蘭には、船員組合員の資格を取得した者にあっては船員手帳の記号番号を、老人保健法第25第1項

第２号の規定による障害の認定を受けている者にあっては健康手帳の医療の受給資格を証するページに記

載をされた有効期間を、それぞれ記入してください。

　

所属所担当者氏名 菊池　涼介

所属所連絡先　 IP 0000

令和　3　年　　4　　月　　6　　日
共済　太郎

令和　4　年　　4　月　12　　日
総務事務センター室長

公印
沖縄　県太

普通預金口座番号（7桁）

琉球銀行 県庁出張所

上記のとおり
組 合 員

の資格を喪得しましたので届け出ます。
船 員 組 合 員

金融機関指定口座
※組合員名義

銀 行 名 銀行コード 支 店 名 支店コード

0

フリガナ オキナワケン　ナハシ

組合員の
現住所

〒 沖縄県那覇市●-●-●

1 0 0 4 0

（ 資 格 取 得 記 入 欄 ）

資格取得年月（任期更新日） 給与所属コード
（６桁）

所  属  機  関  名

年号 年 月 日

　総務部　職員厚生課
令和 60 4 0 4 0

退職日（前回任期満了日） 証返還　※地共済記入 異 動 前 所 属 機 関

年号 年 月 日 □組合員証
□被扶養者証（　　）
□限度額証（　　）

　企画部　企画調整課
令和

1 0 1 男　・　女0 1

（ 異 動 報 告 記 入 欄 ）

組合員氏名 共済 太郎 6
昭和

平成

フリガナ
キョウサイ　タロウ

生年月日
性別

年号 年 月 日

組合員証番号（現）
（職員番号）

任期付職員任期更新にかかる

赤文字→提出者記入
青文字→所属所担当者記入

組合員証番号（旧）
（職員番号）

組 　合　 員
船員組合員

異  動  報  告  書
資 格 取 得 届 書

※交付を受けているすべての組合員証を添付してください。

基礎年金番号

口座番号が７桁に満たない場合に

は、頭に０を足して７桁にしてくださ

い。

Q. 所属所とは？

A. 知事部局・県議会事務局・監査委員事務局・人事委員会事務局・

選挙管理委員会・労働委員会事務局 → 総務事務センター

（H27.4.1～ 知事部局出先機関も総務事務センター）

企業局 → 企業局総務企画課

病院事業局 → 本庁は病院事業総務課、各県立病院はその病院

金融機関のコードが分からない場合は、

インターネット等で調べて記入してください。

県庁内の金融機関コードは下記のとおりです。

銀行コード 支店コー

ド

琉球銀行（県庁出張所） 0187 251

沖縄銀行（県庁出張所） 0188 012

沖縄海邦銀行（県庁内出張所） 0596 102

沖縄県労働金庫（県庁支店） 2997 953
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1 「年間収入推計額」欄には、その者の恒常的な収入として見込まれる勤労収入、資産所得、事業所得、その他の収入の推計額を

記入してください。

2 被扶養者の認定を受けようとする者が、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の規定による障害の認定を

受けている場合には、「被扶養者の要件を備えた年月日、理由」の欄に、その者に係る被保険者証に記載された資格取得

年月日及び有効期限を記入してください。

組合員証番号（現）
（職員番号）

同居
区分

生年月日

昭

平

別

被扶養者氏名

④

別

③

同

別

同

別

同

共済へ届出を行います。

※　認定区分 備考

年号 年 月

※　認定年月日

令和

日

上記の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。

氏名

令和 年 月 日

公印

職名

氏名
所属所長

所属所担当者氏名

所属所連絡先

１．普通認定

年 月

被扶養の要件を備えた
年月日・理由

フリガナ

組合員氏名

組合員証番号（旧）
（職員番号）

有・無

仕事の
有無

年間収入
推計額

約

所　　属　　機　　関　　名

令和　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日　認定する。

認定担当者
証明印

扶養手当
受給有無

有・無 約 万円 有 無

約 万円 有

年

無有・無

フリガナ

月年

性
別

日

月

無

日

有有・無

年

女

※地共済記入

決定

男

女

増加・他保険への加入・雇用保険の受給・同居区分の変更・組合員

の扶養実態（主たる扶養者）に変更が生じた場合は、すみやかに地

２．特別認定

とを申し立てます。

　申立内容が事実と異なった場合及び被扶養者自身の年間収入の

昭

　上記の者は、地方職員共済組合沖縄県支部における認定更新又

約 万円

地・沖縄

女

日

男

は検認の後において、所得及び同居要件等に関し、変動が無いこ

男

同

男

昭

平

令

所　属　所　受　付　印

令和

女

住所

（別居のときのみ記入）

①

②

配偶者基礎年金番号

地方職員共済組合　沖縄県支部長　殿

平

令

昭

平

令

班  長事 務 次 長 原  票

万円

事務長

続柄

　任期付職員任期更新にかかる

被 扶 養 者
　　申　　   　告  　 　　書

　　継 続 認 定 申 立 書

担  当

年 月 日

月 日

月年

平成

昭和

※配偶者情報はこちらの太枠部分にご記入ください。

有 無

生　　　年　　　月　　　日

地・沖縄

生日

配偶者のみ記入。

扶養手当対象者については、

手当認定を先に行ってください。

アルバイト・パートも含む。

給与担当者ではなく、扶養手当認定

担当者が押印してください。

申告時から未来に向かって

１年間の収入（推計額）。

組合員が所属所に申告書を提出した日に、

所属所受付印を押印してください。

Q. 所属所とは？

A. 知事部局・県議会事務局・監査委員事務局・人事委員会事務局・

選挙管理委員会・労働委員会事務局 → 総務事務センター

（H27.4.1～ 知事部局出先機関も総務事務センター）

企業局 → 企業局総務企画課

病院事業局 → 本庁は病院事業総務課、各県立病院はその病院

扶養の事実発生日から３０日以内に、所属所へ申告書を提出してください。

提出が遅れた場合、扶養の事実発生日からの認定が出来ません。
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1 「年間収入推計額」欄には、その者の恒常的な収入として見込まれる勤労収入、資産所得、事業所得、その他の収入の推計額を

記入してください。

2 被扶養者の認定を受けようとする者が、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の規定による障害の認定を

受けている場合には、「被扶養者の要件を備えた年月日、理由」の欄に、その者に係る被保険者証に記載された資格取得

年月日及び有効期限を記入してください。

　　継 続 認 定 申 立 書

所属所担当者氏名 菊池　涼介

所属所連絡先 ＩＰ　0000

緑文字→申請者記入
青文字→所属所担当者記入

記入例

増加・他保険への加入・雇用保険の受給・同居区分の変更・組合員

決定
地方職員共済組合　沖縄県支部長　殿

※地共済記入
※　認定年月日 ※　認定区分 備考

年号 年 月 日

１．普通認定

職名 総務事務センター室長

所属所長 公印氏名 沖縄　県太

上記の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。

令和 4 年 4 月 13 日

氏名 共済　太郎の扶養実態（主たる扶養者）に変更が生じた場合は、すみやかに地

共済へ届出を行います。

10 日は検認の後において、所得及び同居要件等に関し、変動が無いこ

とを申し立てます。

　申立内容が事実と異なった場合及び被扶養者自身の年間収入の

　上記の者は、地方職員共済組合沖縄県支部における認定更新又

令和 4 年 4 月

２．特別認定

月 日

別 女

有 無

年男

有・無 約 万円

④
同

4 月 1 日

共済　ヨシ子 別 女 同上

有 無 印

令和 4 年男

長女 有・無 約 0 万円

③ キョウサイ　ヨシコ

1/12/01

同

日

昭

平

令

共済　一郎
平

昭

令 別 女

無 印

令和 4 年 4

同上

長男 有・無 約 120 万円 有

② キョウサイ　イチロウ

61/9/15

同 東京都　港区　●
丁目　●番地　マ

ンション○○

男

配偶者基礎年金番号 1 2 3 4 5 6 7 8

共済　花子 平

月 1

仕事の
有無

年間収入
推計額

扶養手当
受給有無

認定担当者
証明印

被扶養の要件を備えた
年月日・理由

無 印

令和 4 年 4

有・無 約 100 万円 有

任期更新に伴う

① キョウサイ　ハナコ
昭

40/10/10

同 男

9 0 ※配偶者情報はこちらの太枠部分にご記入ください。

月 1 日

別 女

妻

職員厚生課

フリガナ
生年月日

同居
区分

住所 性
別

続柄
被扶養者氏名 （別居のときのみ記入）

昭和

40 年 11 月 1 日 生

平成

昭

平

令

受付印

生　　　年　　　月　　　日

所　属　所　受　付　印

6 5 4

　任期付職員任期更新にかかる

被 扶 養 者
　　申　　   　告  　 　　書

フリガナ キョウサイ　タロウ 所　　属　　機　　関　　名

組合員証番号（現）
（職員番号）

地・沖縄 0 9 8 7

組合員氏名 共済　太郎

組合員証番号（旧）
（職員番号）

地・沖縄 0 1 2 3 4 5 6

Q. 所属所とは？

A. 知事部局・県議会事務局・監査委員事務局・人事委員会事務局・

選挙管理委員会・労働委員会事務局 → 総務事務センター

（H27.4.1～ 知事部局出先機関も総務事務センター）

企業局 → 企業局総務企画課

病院事業局 → 本庁は病院事業総務課、各県立病院はその病院
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〒 －

②

〒 －

ネンキン　ハナコ

-

※同居の場合も住民票の住所を記入してください。

⑮

⑰

〒 -

日 （「⑨第３号被保険者になった日」と同じ場合は、記載の必要はありません）

　1.国内転入（令和　　　年　　　月　　　日）
　2.その他（　　　　　  　　　  　　　　　）

海外特例要件に

非該当となった

日

理由

　健康保険証の発行元に確認を受けてください。　※届書記載の配偶者が協会けんぽ加入者の場合は、確認不要です。

医
療
保
険
者
記
入
欄

組合（保険者）番号

上記のとおり第３号被保険者関係届の届出がありましたので提出します。

届出記載の第３号被保険者は、健康保険組合又は共済組合に加入している者の被扶養者であることを確認する。

認定年月日 令和

代表者
等氏名

電　話 　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　）

所在地

名　 称

年 月

理由

9. 令和

年 月 日 ⑱

9. 令和

年 月

第3号被保険者

になった日 0 4 0 4 0 1
理由

⑪
備　考

　東京都杉並区高井戸２－３－４

※海外居住者は国内協力者住所を記入してください。なお、協力者が親族の場合は協力者氏名及び続柄を⑭備考に記入してください。

理由

日 ⑬
　1. 死亡 （令和　　　　年　　　　月　　　　日）
　2. 離婚  3. 収入増加　6. その他（　　　　　　　）

日 ⑯
　1.留学　　　　 　　4. 海外婚姻
　2.同行家族　　　 5. その他（　　　　　　　　　）
　3.特定活動

月 日 ⑩
　1. 配偶者の就職　　4. 収入減少
　2. 婚姻　　　　　　　　5. その他
　3. 離職　　　　　　　　 （                       ）

⑭

海外特例要件に

該当した日

⑫
7. 平成
9. 令和

年 月

配偶者の

加入制度

第3号被保険者

でなくなった日

4

外国籍 外国人

通称名

⑦

1. 同居
・

2. 別居

〒 120 0022

⑨
7. 平成
9. 令和

年

　31.厚生年金保険・健康保険   36.地方公務員等共済組合　　　　     30.厚生年金保険・船員保険
　32.国家公務員共済組合     　 37.日本私立学校振興・共済事業団

⑧

1.自宅 　2.携帯　 3.勤務先 　4.その他

住所
電話
番号

０３　（　４３２１　）　５６７８

日 ③

（氏 名） 個人番号
[基礎年金番号]

年　金　　花　子 ⑤ ⑥ （ﾌﾘｶﾞﾅ）

※届書の提出は配偶者（第２号被保険者）に委任します□

7 6 5 4 3 2
（ﾌﾘｶﾞﾅ） ④

1 2 3

3

1.夫　3.夫（未届）

2.妻　4.妻（未届）

氏名

　令和　○○年　○○月　○○日　　　 生年月日
5 6

　　届出内容に応じて、該当・非該当（変更）のいずれかを○で囲み、記入してください。

① この届書記載のとおり届出します。 ②
5. 昭和
7. 平成
9. 令和

年

0 3 2 6
性別

（続

柄）日本年金機構理事長あて

月

④

1 2 3 4

　　杉並区高井戸２－３－４

個人番号
[基礎年金番号]

⑤
個人番号を記入した場合は、住所記載は不要です。

住所
120 0022

東京

8 7 6 5

日 ③

1.男性　2.女性

氏名

5 5 1 0 1 0

5. 昭和
7. 平成
9. 令和

年 月①
（ﾌﾘｶﾞﾅ）　　　　ネンキン タロウ

 生年月日
性別

年　金 太　郎
4

提
出
者
情
報

届出記入の個人番号（基礎年金番号）に誤りがないことを確認しました。

日本年金機構

事業所
所在地

900 0000

沖縄県那覇市泉崎１－２－２

電話番号 ０３　（　　１２３４　　）　５６７８ 　氏　名　等

事業主等
受付年月日

令和　○○年　○○月　○○日

事業所
名 　称 沖縄県人事課総務事務センター

事業主
氏　 名 室長　　沖縄　太郎

社会保険労務士記載欄

様式コード
国民年金 第３号被保険者関係届

4 3 0 0

令和　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日提出

都道

府県

（第
２
号
被
保
険
者
）

配
偶
者
欄

第
３
号
被
保
険
者
欄

提
出
者
情

報

医
療
保
険
者
記
入
欄

Ｂ.

Ａ.

該当

非該当
（変更）

2.海外特例
要件非該当

1.海外特例
要件該当

右の⑮～⑱の欄は、

海外へ転出した場合や

海外から転入した場合に

いずれかを〇で囲み、記

入してください。

✔

事業主（所属所）が記入してください。

基礎年金番号（左詰め）を記載すること。

個人番号を記載している場合は受付不可。

基礎年金番号（左詰め）を記載すること。

個人番号を記載している場合は受付不可。

組

合

員

記

入

欄

組

合

員

の

配

偶

者

記

入

欄
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(ﾌ
ﾘｶ

ﾞﾅ
)　

ト
ウ

キ
ョ

ウ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

ス
ギ

ナ
ミ

ク
  

タ
カ

イ
ド

２
－

３
－

４

（
注

１
）
住

民
票

住
所

以
外

の
居

所
を

登
録

す
る

場
合

は
、

今
後

、
住

所
（
居

所
）
を

変
更

し
た

際
に

手
続

き
が

必
要

と
な

り
ま

す
。

被
保

険
者

と
配

偶
者

が
同

住
所

の
場

合
は

④
～

⑦
欄

へ
の

記
入

は
不

要
で

す
。

同
居

の
場

合
は

、
下

記
の

□
欄

に
「
レ

」
等

の
し

る
し

を
付

し
て

く
だ

さ
い

。
注

２

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
（
  

  
 被

保
険

者
と

配
偶

者
は

同
居

し
て

い
る

。
）

(ﾌ
ﾘｶ

ﾞﾅ
)

(氏
）

(名
）

事
業

所
等

所
在

地
所

在
地

事
業

所
等

名
称

名
　

 称
住

　
所

事
業

主
等

氏
名

氏
　

 名
印

氏
　

名

電
　

　
　

　
　

　
話

電
　

 話
電

話
番

号

担
 当

 者

国
民

年
金

第
３

号
被

保
険

者
住

所
変

更
届

事
務

セ
ン

タ
ー

長

所
　

　
　

　
　

　
 長

副
事

務
セ

ン
タ

ー
長

副
　

  
  
 所

  
  
  
長

グ
ル

ー
プ

長

課
　

　
　

　
長

生
　

年
　

月
　

日

1
2

3

※
事

業
所

整
理

記
号

※
被

保
険

者

 　
整

理
番

号
ア

　
個

人
番

号
（
ま

た
は

基
礎

年
金

番
号

）
イ

　
被

保
険

者
の

氏
名

4
5

6
7

7
1

0
(氏

）
8

9
0

(ﾌ
ﾘｶ

ﾞﾅ
)

0
2

2
住 所

東
京

都
 道

府
 県

杉
並

区
  
高

井
戸

２
－

３
－

４

共
済

(名
）

太
郎

キ
ョ

ウ
サ

イ
タ

ロ
ウ

５
．

昭
和

７
．

平
成

９
．

令
和

6
0

0

変 更 後
郵

便
番

号
1

2
0

0

変 更 前
住

　
所

沖
縄

都
 道

府
 県

那
覇

市
 泉

﨑
５

－
６

－
７

変
更

年
月

日
令

和
0

4
0

日
本

年
金

機
構

8
被 保 険 者 欄

①
　

個
人

番
号

（
ま

た
は

基
礎

年
金

番
号

）
②

　
生

　
年

　
月

　
日

③
キ

ョ
ウ

サ
イ

ハ
ナ

コ

2

4
0

1
 ウ 　

備
考

  
  

  
短

期
在

留
　

　
  

　
住

民
票

住
所

以
外

の
居

所
注

１

  
  

　
海

外
居

住
　

  
  

 　
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

配 偶 者 欄

被
保

険
者

氏
名

共
済

花
子

変 更 後

④
　

郵
便

番
号

⑤
　

　
　

　
　

　
　

　
住

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

所
⑥

　
住

所
変

更
年

月
日

6
0

1
1

2
0

9
0

1
５

．
昭

和

７
．

平
成

９
．

令
和

3
4

5
6

7

#
R
E
F
!

※
　

住
所

コ
ー

ド
(ﾌ

ﾘｶ
ﾞﾅ

)
#
R
E
F
!

令
和 ９

都
 道

府
 県

#
R
E
F
!

　
  
　

短
期

在
留

　
  
  
  
住

民
票

住
所

以
外

の
居

所
注

１

　
　

  
海

外
居

住
　

　
  
  
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

住
　

所

届
出

人
の

個
人

番
号

（
基

礎
年

金
番

号
）
に

誤
り

が
な

い
こ

と
を

確
認

し
ま

し
た

。
上

記
の

と
お

り
被

保
険

者
か

ら
第

３
号

関
係

の
届

出
が

あ
り
ま

し
た

の
で

提
出

し
ま

す
。

国
民

年
金

第
３

号
被

保
険

者
住

所
変

更
届

の
記

載
の

と
お

り
届

出
し

ま
す

。

令
和

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

提
出

令
和

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

提
出

届
書

の
提

出
は

配
偶

者
（
第

2
号

被
保

険
者

）
に

委
任

し
ま

す

変 更 前

⑦
都

 道
府

 県

備 考

◎ 「 ※ 」 印 欄 は 記 入 し な い で く だ さ い 。

#
#

#
#

#

令
和

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

提
出

沖
縄

県
人

事
課

総
務

事
務

セ
ン

タ
ー

東
京

都
杉

並
区

高
井

戸
２

－
３

－
４

沖
縄

　
太

郎
共

済
　

花
子

( 事 業 主 等 ）

沖
縄

県
那

覇
市

泉
﨑

１
－

２
－

２

( 医 療 保 険 者 等 ）

( 届 出 人 )

日
本

年
金

機
構

理
事

長
　

あ
て

０
９

８
－

●
●

●
－

●
●

●
●

０
９

０
 -

 ●
●

●
●

 -
 ●

●
●

●

送 信

送 信

4
3

0
1

2
1

1

様
式

コ
ー

ド

届
書

コ
ー

ド
1

同
一

市
区

町
村

内

2
同

一
市

区
町

村
外

届 書

エ

組 合 員 記 入 欄 組 合 員 の 配 偶 者 記 入 欄

個
人

番
号

で
は

な
く

、
必

ず
基

礎
年

金
番

号
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

基
礎

年
金

番
号

が
不

明
な

方
は

、
年

金
事

務
所

等
で

御
確

認
く

だ
さ

い
。

個
人

番
号

で
は

な
く

、
必

ず
基

礎
年

金
番

号

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

基
礎

年
金

番
号

が
不

明
な

方
は

、
年

金
事

務

所
等

で
御

確
認

く
だ

さ
い

。

《
組

合
員

の
配

偶
者

が
記

入
》

こ
の

届
書

の
提

出
年

月
日

、
届

出

人
の

住
所

、
氏

名
及

び
電

話
番

号

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

事
業

主
（

所
属

所
）

が
記

入
し

て
く

だ
さ

い

記
入

例
※

網
掛

け
部

分
は

、
必

ず
記

入
し

て
い

た
だ

く
欄

と
な

り
ま

す
。
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（被扶養者氏名）

私は、被扶養者として申告している 　に

毎月 　円、　年額 　円を

生活費として送金していることを、証明書類を添付して申告します。

被扶養者の属する世帯年収（推計額）は 　円です。
（送金額を含む世帯総収入を記載）

　１．被扶養者本人 　２の場合、貼付の領収書等と

　２．被扶養者と同世帯の者 　住民票謄本で氏名が確認出来る者であること

（該当番号を○囲み）

地方職員共済組合沖縄県支部長　　殿

住 所

組合員

氏 名

領収書（振込明細書等）を貼り付けるか、他のA４白紙に貼り付けて添付してください。
※送金者氏名、受取人氏名、送金額が確認出来るもの

※注意　送金額が被扶養者世帯総収入(送金額含む)の３分の１に満たない場合は、被扶養者資格を喪失します。

地共済で確認する事柄：
①送金する者の氏名＝組合員氏名 ②送金を受ける者＝被扶養者氏名又は被扶養者と同世帯の者
③送金は公的に通用する領収書等が添付されていること。
④送金額は、被扶養者世帯総収入(送金額含む)の３分の１以上の金額であること。

送 金 証 明 書

送金の受取人は です。

　　　　　　　年　　　　　月　　　　　　日

（参考）月あたり送金額の計算式

24X>A ・対象被扶養者が属する世帯年間総収入（送金額除く）：A（円）

・月あたり送金予定額：X（円）

（例）
対象被扶養者が属する世帯年間総収入（送金額除く）が1,562,000円の場合

A＝1,562,000円

24X＞1,562,000円
X＞65,084円
事例の場合、毎月約65,084円以上の送金が必要。
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任意様式（見本）

認定を受けようとする者

氏名 生年月日

組合員との続柄

　上記の者の扶養に関し、私たち扶養する義務のある者が協議したところ

主として
氏名

　が扶養することに決定しました。

　協議書提出後、協議書の内容に変動があった場合には速やかに申告します。

令和　　　　年　　　　月　　　　日

※組合員本人を含む、共同扶養者全員が記載すること（自筆に限る）

1

2

3

4

5

※複数名同時に認定申請する場合（子を３名認定申請するときなど）

　 １枚にまとめて記載も可能です。

組合員本人

扶 養 に 関 す る 協 議 書

続柄 氏名
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任意様式（見本）

申　請　者 住 所

氏 名

上記の者に対して、下記の者に係る扶養手当(名称の如何にかかわらず類する

一切の手当を含む）を支給していないことを証明します。

氏　名 続柄 生年月日

令和　　　年　　　月　　　　日

事業所所在地

事業所名称

事業主氏名 印

電　話

扶 養 手 当 不 支 給 証 明 書

住 所
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記入日：

被扶養者氏名（続柄)

　認定を受けようとする者 に係る状況について、

次のとおり事実相違なく、主として組合員の収入により生計を維持していることを申し立てます。

　なお、申立事実に誤りや変更が生じ、被扶養者の認定が遡って取消となった場合は、取消日

以降の、医療費を返還することに異存はありません。

１．組合員との同居確認

認定を受けようとする者は、組合員と （　　同居　・　別居　　） している。

別居の場合、その理由を具体的に記入してください。

２． 認定を受けようとする者の就労能力、今後の収入見込状況（該当するものを○囲み）

◇ 就労能力　（　無　・　有　）

◇ 収入の見込み　（　無　・　有　） ※「有」の場合、下記もご記入ください。

・ 年金・恩給等の受給　（　無　・　有　） 年間 円

・ 雇用保険受給　（　無　・　有　） 日額 円

・ パート・アルバイト等による収入　（　無　・　有　） 年間 円

・ その他 による収入 年間 円

３． 扶養手当等の受給状況

組合員以外の者が、扶養手当又はこれに類する手当を受給して　（　いる　・　いない　）

→　受給している場合、被扶養者として認定されません。

　※ご確認ください

　　認定時に受給していない旨申し立てを行い、認定後、扶養状況の変更により

　　他の者が扶養手当又はこれに類する手当を受給した場合は、認定取り消しとなります。

扶 養 に 関 す る 申 立 書

組 合 員
番 号

組 合 員
氏 名

令 和 年 月 日
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４． 共同扶養者・扶養義務者の有無

　　認定を受けようとする者には、組合員以外の共同扶養者又は扶養義務者が　(　いる　・　いない　)

「いる」と回答　→　下表に記載（協議書に記載した者は全員記載すること）

共同扶養者または組合員以外の扶養義務者の状況

【共同扶養者及び扶養義務者とは？】

※組合員を中心とした表現

子の認定 → 組合員及び配偶者。

父母の認定 → 母の場合父。父の場合母。

父母が相互に扶養出来ない場合は父母の子全員。

兄弟姉妹の認定 → 父母。父母が扶養出来ない場合は兄弟全員。

５． 組合員が扶養（生計維持）しなければならない具体的な理由

（他の共同扶養者又は扶養義務者が扶養できない理由など、詳細に記入すること）

氏名 続柄 同居・別居 年間収入額

円

円

円

円

円
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雇用保険申立書 
 

 

 私が扶養する                  

（続柄     ／生年月日（昭和・平成）  年   月   日／    歳） 

 

は、別紙のとおり、 令和   年   月   日付で離職しました。 

雇用保険法に基づく失業給付については、以下のとおりであることを申し立てます。 

 

〔以下、１～４、いずれかを選択（数字を○囲み）〕 

 

１． 雇用保険に加入していなかった。 

 

２． 加入していたが、受給要件を満たしていない。 

（離職表１及び２の写しを提出） 

 

３． 受給手続きを行わないため、今後受給しません。 

   （離職表１及び２の写しを提出） 

 

４． 現在受給手続き中のため、待機期間満了後、雇用保険受給資格者証の写しを速やかに提出

します。受給額が日額 3,612円以上となる場合は、被扶養者の認定取消を行います。 

・手続きが済んでいる場合…「雇用保険受給資格者証」の写しを提出 

・手続きが済んでいない場合…離職表１及び２の写しを提出 

（待機期間満了後、“支給開始年月日及び支給額の印字がある”雇用保険受給資格者証の『裏

面』写しを速やかに提出すること） 

 

令和   年   月   日 

 

地方職員共済組合 沖縄県支部長  殿 

 

組合員番号             

 

氏名 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◇４については雇用保険の受給額が日額 3,612円以上となる場合は、被扶養者の要件を欠くことにな

りますので、認定取消申告用の「被扶養者申告書」も併せて提出ください。 

 


